
長野県告示第71号 

 長野県豊かな水資源の保全に関する条例（平成25年長野県条例第11号）第９条

第１項の規定により、次の区域を水資源保全地域として指定します。 

  平成26年２月17日 

                      長野県知事 阿 部 守 一  

名      称 区           域      

小海町五箇水資源保全

地域 

 

南佐久郡小海町大字千代里字居窪320番３、360番

１から３まで、361番１、361番２、362番、363番１

から３まで、364番１、364番２、365番１、365番２、

366番、367番１、367番３から９まで、367番19から

22まで、368番、369番１から３まで、370番、371番

１から４まで、372番１、372番２、373番、374番１、

374番２及び375番、字鳥ウチ沢376番、377番１から

３まで、378番１、378番２、379番１、379番２、380

番、382番１から３まで、383番１から３まで、384

番１、384番２、385番１から３まで及び386番並び

に字ダイボウジ392番５から45まで並びに大字豊里

字梨木原5904番69から72までの区域 

 （関係図面は、長野県環境部水大気環境課、長野県佐久地方事務所及び南佐久

郡小海町役場に備え置いて縦覧に供します。） 

 

水大気環境課    

 


